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鮎川保育所における三者協議会の設置及び運営に関する基準 

 

 

 

 

１ 三者協議会の設置 

三者協議会の設置期間については、原則、社会福祉法人山善福祉会と茨木

市が締結する民営化に伴う協定期間（５年間）とします。 

    ※茨木市立保育所民営化基本方針より 

 

 

２ 三者協議会の目的 

  民営化する市立保育所の移管先の決定後から、当該保育所の保護者、移管

先及び茨木市（以下「三者」という。）で組織する三者協議会を設置し、子

どもたちへの急激な保育環境の変化を最小限に止めつつ、子どもたちの最善

の利益を確保するため、移管条件の履行状況や保育内容の継続性を確認する

こととします。 

  また、移管先の管理・運営事項を除き、保育内容を変更・充実する場合は、

三者で協議するとともに、それぞれの適切な役割分担のもと、問題点の改善

に努めることとします。 

 

 

 

６ 民営化の方法

(1)～(4) 略

(5) 移管条件の履行及び保育内容の変更・充実

移管条件の履行については、移管時の入所児童が卒園するま

での間、入所児童の保護者、移管先及び茨木市の三者で組織す

る協議の場を設けて確認するとともに、移管先の管理・運営事

項以外で、保育内容を変更・充実する場合は、三者で協議する

ほか、これらに問題がある場合には三者協力して、その解決に

努める。

７～８ 略
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３ 三者協議会の開催 

鮎川保育所における三者協議会は、原則、毎月、第２土曜日の午前 10 時

から午前 11 時 30 分とし、この間、三者協議会に参加する保護者の子ども

たちを保育室で保育することとします。 

ただし、上記日程において、三者いずれかの参加が困難な場合は、市が別

途、日程調整を行い、開催日及び時間を変更できることとします。 

また、協定期間中であっても、協議案件がない場合など、三者の合意によ

って、延期又は休止できることとします。 

なお、三者協議会の開催については、延期又は休止中であっても、三者の

いずれか一者から要請があれば開催できることとします。 

 

 

４ 保育内容の継続性 

市立保育所の保育内容の継続については、合同保育を通して、適切な引継

ぎに努めるとともに、引継保育を通して、より確実な引継ぎを行い、その継

続性を確認することとします。 

ただし、保育内容の継続については、民営化初年度の保育環境の急激な変

化を最小限に止めるための措置であり、民営化後の５年間は、変更しないと

いうことではありません。 

市立保育所においても、定期的な人事異動があり、保育士が変われば、保

育の実施方法や内容が変わるという認識が必要です。 

 

 

５ 保育内容の充実 

  近年では、多様化する就労形態に伴う保育需要の拡大など、保育サービス

の迅速かつ柔軟な対応が求められていることから、市立保育所の民営化に伴

う保育環境の急激な変化を最小限に止めることに配慮しつつ、地域で求めら

れる保育ニーズを十分に把握し、柔軟に対応することとします。 

  ただし、鮎川保育所の保護者の意向を踏まえ、協定期間中（H26.4.1～

H31.3.31）は、基本的に、新たな費用負担がないよう、継続性に配慮する

とともに、大多数の児童にとって、良いと考えられる保育内容の変更であっ

ても、変更することによって、少数派の児童が、現状の保育を維持できない

可能性がある場合については、保育内容を変更しないこととします。 

  なお、基本保育時間（原則、８時間）を除き、延長保育など、保護者の選

択によって提供される保育サービスに係る費用負担ついては、当該保護者に、

その費用を求めることができることとします。 
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６ 三者の役割 

 (1) 総則 

  三者は、三者協議会の役割・目的を十分に認識し、連携・協力して、将来

を担う子どもたちの健やかな成長の実現に向けて取り組むこととします。 

また、三者協議会は、市立保育所の民営化の是非を検討する場ではなく、

民営化への移行に際し、保育内容の継続を確認しつつ、三者が連携・協力し

て、問題点の改善策を検討するとともに、段階的な保育内容の充実に向けて、

協議する場とします。 

 

 (2) 保護者の役割 

  保護者は、幅広い視野をもって、当該保育園の全ての子どもたちの最善の

利益を確保するため、必要に応じて、三者協議会における協議事項について、

保護者の意見・提案をまとめるよう努めるとともに、連携・協力して、問題

点の改善を図ることとします。 

 

 (3) 社会福祉法人山善福祉会の役割 

  法人は、関係法令や移管条件の遵守はもちろんのこと、保護者の保育ニー

ズの把握に努め、保育内容の充実を図るとともに、連携・協力して、問題点

の改善を図るほか、保育環境の変化につながる事項については、できるだけ

早期に、三者協議会において協議し、保護者への説明責任を果たすこととし

ます。 

 

 (4) 市の役割 

  市は、三者協議会の円滑な運営に最大限の努力を傾注するほか、三者との

連絡・調整をはじめ、会議の進行や会議録を作成するとともに、連携・協力

して、問題点の改善を図るほか、保護者からの質疑等については、誠実かつ

的確に回答し、しっかりと説明責任を果たすこととします。 

 

 

７ 協議事項 

  法人における保育士の人事や給食物資等の事業者の選定など、管理・運営

に対する事項については、当該法人の責任と判断により、適切に実施される

べきものであり、協議事項とすべきではありません。 

また、保育室のカーテンや給食調味料の変更など、保育環境の一部であっ

ても、子どもたちの保育環境に著しく影響を及ぼすものではない事項は、協

議事項とすべきではありません。 
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なお、施設長などの人事異動については、移管先の管理・運営事項ですが、

保育内容の変化及び保護者の不安感の解消に努めるため、異動の理由及び引

継方法などについては、移管先が、保護者へ十分に説明することとします。 

ただし、法人の責任と判断において行う人事異動については、それを覆す

ものではありません。 

また、法人の責任と判断により、変更した事項について、変更後、子ども

たちの保育環境に影響が出た場合については、協議の対象とし、三者が連携・

協力して、改善策を検討することとします。 

 

 

８ その他の留意事項 

  民営化後（平成 26 年４月）に入園することになった児童については、当

該保育園の全ての児童との整合性に配慮する必要があることから、原則、協

定期間中に、新たな費用負担や制服の導入などがありません（保護者会の同

意を得た場合を除く。）が、協定期間終了後には、新たな費用負担や制服の

導入などがあり得ることに留意が必要です。 

  ただし、協定期間終了後の変化を考慮して、できる限り、今後、発生する

であろう、児童に提供する保育サービスにおける費用負担について、三者協

議会の設置当初から例示し、保護者に十分説明することとします。 

  一方、保育内容については、保護者負担に配慮しつつ、子どもたちの最善

の利益を考慮し、激変緩和の措置期間でもある協定期間中において、徐々に

変更していく努力が必要です。 

  なお、三者協議会において協議した案件について、三者の合意が得られた

場合は、原則、決定事項として取り扱うことになります。 


